
交通労働災害防止のためのガイドライン 

 

 

第１ 目的 

１ 目的 

本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令、自動車運転者の労働時間等の改善の

ための基準（平成元年労働省告示第 7号。以下「改善基準告示」という。）等とあい

まって、事業場における交通労働災害防止のための管理体制の確立等、適正な労働

時間等の管理及び走行管理、教育の実施等、健康管理、交通労働災害防止に対する

意識の高揚、荷主及び元請による配慮等の実施の積極的な推進により、交通労働災

害の防止を図ることを目的とする。 

２ 本ガイドラインの対象とする交通労働災害 

本ガイドラインの対象とする交通労働災害本ガイドラインの対象とする交通労働

災害は、道路上及び事業場構内における自動車及び原動機付き自転車（以下「自動

車等」という。）の交通事故による労働災害とする。 

３ 事業者及び運転者の責務 

労働者に自動車等の運転を行わせる事業者（以下「事業者」という。）は、本ガイ

ドラインを指針として、事業場における交通労働災害防止対策の積極的な推進を図

ることにより、交通労働災害の防止に努めるものとする。 

自動車等の運転を行う労働者（以下「運転者」という。）は、交通労働災害を防止

するため、事業者の指示等の必要な事項を守るほか、事業者が実施する交通労働災

害の防止に関する措置に協力することにより、交通労働災害の防止に努めるものと

する。 

 

第２ 交通労働災害防止のための管理体制等 

１ 交通労働災害防止のための管理体制の確立 

事業者は、交通労働災害防止に係る安全衛生計画の実施等、交通労働災害防止のた

めの措置を適切に実施する体制を構築するため、次の事項を実施すること。 

(1) 安全管理者、運行管理者、安全運転管理者等の交通労働災害防止に関係する管

理者を選任するとともに、その役割、責任及び権限を定め、それらを労働者に周

知すること。 

(2) 選任された管理者に対し、必要な教育を実施すること。 

２ 交通労働災害防止に係る方針の表明、目標の設定及び計画の作成、実施、評価及び

改善 

事業者は、交通労働災害防止対策を組織的に実施するため、次の事項を実施するこ

と。 

(1) 事業場全体の安全意識を高めるため、事業場の事業を統括管理する者は、交通

労働災害防止の観点を含めた安全衛生方針の表明を行うとともに、労働者に周知

すること。 



(2) 事業者は、安全衛生方針に基づき、交通労働災害防止に関する事項を含む安全

衛生目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかにす

るとともに、労働者に周知すること。 

(3) 事業者は、安全衛生目標を達成するため、一定の期間を限り、次に掲げる交通

労働災害防止に関する事項を含む安全衛生計画を作成するとともに、その計画を

適切に実施、評価、改善すること。 

ア 適正な労働時間等の管理及び走行管理等に関する事項 

イ 教育の実施等に関する事項 

ウ 交通労働災害防止に対する意識の高揚等に関する事項 

エ 健康管理に関する事項 

３ 安全委員会等における調査審議 

安全委員会等（安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会等をいう。以下同じ。）に

おいて、交通労働災害の防止に関する事項について調査審議すること。 

また、安全委員会等の中に交通労働災害防止部会を設置する等により、交通労働災

害の防止について、重点的に取り組むことが望ましい。 

 

第３ 適正な労働時間等の管理及び走行管理等 

１ 適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施 

事業者は、疲労等による交通労働災害を防止するため、改善基準告示等を遵守し、

無理のない適正な運転時間等を設定した適正な走行計画を作成すること等により、自

動車（四輪以上に限る。）の運転業務に主として従事している労働者（以下、「運転業

務従事者」という。）の十分な睡眠時間等の確保に配慮した適正な労働時間等の管理及

び走行管理を行うこと。 

また、事業者は、走行開始又は終了の地点と運転業務従事者の自宅の間の移動に要

する時間等の状況を考慮し、十分な睡眠時間を確保するために必要のある場合は、よ

り短い拘束時間（労働時間と休憩時間（仮眠時間を含む。）の合計をいう。以下同じ。）

の設定、宿泊施設の確保等の必要な措置を講じること。 

   さらに、高速乗合バス及び貸切バス事業者においては、運転者の過労運転を防止す

るため、国土交通省が定めた交替運転者の配置基準（旅客自動車運送事業運輸規則（昭

和 31 年運輸省令第 44 号）の解釈等を示した国土交通省の通達（平成 14 年 1 月 30

日付け国自総第 466号・国自旅第 161号・国自整第 149号「旅客自動車運送事業運輸

規則の解釈及び運用について」の第 21 条（6）①ロに定められた「高速乗合バス及び

貸切バスの交替運転者の配置基準について」の 2 に定められた「高速乗合バス及び貸

切バスの交替運転者の配置基準」をいう。）を遵守すること。  

２ 適正な走行計画の作成等 

(1) 走行計画の作成及び指示 

事業者は、運転業務従事者が乗務を開始する前に、上記 1 に従い、次に掲げる

事項を記載した適正な走行計画を作成するとともに、当該運転業務従事者に対し、

適切な指示を行うこと。 



なお、事業者は、走行中に作成された走行計画に記載されている事項に変更を

行う必要が生じた場合、改善基準告示等を遵守しつつ、必要な変更を行うこと。 

ア 走行の開始及び終了の地点及び日時 

イ 拘束時間、運転時間及び休憩時間 

ウ 走行に際して注意を要する箇所の位置 

エ 荷役作業の内容及び所要時間（荷役作業がある場合に限る。） 

オ 走行の経路並びに主な経過地における出発及び到着の日時の目安（戸別

配送先に対する貨物運送等、配送先が多数であり、かつ毎回異なる貨物運

送（以下「戸別配送」という。）、ハイヤー・タクシー等、走行経路を特定

することが困難な業態にあっては、記載しないこととして差し支えない。） 

また、早朝時間帯に交通事故による死亡災害が多発していることを踏まえ、走

行計画の作成にあたり、早朝時間帯の走行を可能な限り避けるようにするととも

に、走行する場合は、十分な休憩時間、仮眠時間を確保する等の交通労働災害防

止のために必要な措置を実施するよう努めること。 

(2) 走行経路の決定等 

事業者は、道路地図、過去の走行記録、各種道路情報提供機関からの道路情報

等を収集し、適切な走行経路を決定すること。 

事業者は、運転に際して注意を要する箇所の位置、制限速度等交通規制、休憩・

仮眠・食事・給油等の場所等を地図等に盛り込んだ「交通安全情報マップ」を作

成し、これら情報を適切に伝達するよう努めること。 

(3) 乗務状況の把握 

事業者は、適切な走行管理を行うため、常に運転業務従事者の乗務の状況を把

握すること。乗務状況の把握にあたっては、乗務の状況の正確な把握、運転業務

従事者の負担軽減のため、運行記録計（タコグラフ）を使用することが望ましい

こと。 

なお、デジタル式運行記録計（デジタル・タコグラフ）を備えた自動車を使用

する場合は、その記録を安全運転指導等に活用することが望ましいこと。 

(4) 走行計画どおりに走行できなかった場合の措置 

事業者は、走行終了後に走行計画どおり走行できなかったことを把握した場合、

運転業務従事者からの聴取、タコグラフの記録の解析等により、その原因を把握

し、次回以降の走行計画の見直し等を行うとともに、必要に応じ、運転業務従事

者の疲労回復に配慮すること。 

３ 点呼等の実施及びその結果に基づく措置 

(1) 点呼等の実施 

事業者は、安全な運転を実施させるため、運転業務従事者に乗務を開始させる

前に、点呼等により、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をするこ

とができないことのおそれの有無について報告を求め、その結果を記録すること。 

また、事業者は、乗務開始前 24 時間における拘束時間の合計が 13 時間を超え

る場合、睡眠時間の状況を確認すること。 



なお、点呼は対面によるものとするが、運行上やむを得ない場合は電話その他

の方法で実施して差し支えないこと。 

(2) 点呼等に基づく措置 

事業者は、走行前の点呼等において、睡眠不足が著しい、体調が不調である等

正常な運転が困難な状態と認められる者に対しては、運転業務に就かせないこと

を含め、必要な措置を講じること。 

また、1週間連続して 1日あたりの拘束時間が 13時間を超える等による睡眠不

足の累積等安全な運転に支障があるおそれがあると認められる者に対しては、走

行途中に十分な休憩時間を設定する等の措置を講じること。 

４ 荷役作業を行わせる場合の措置等 

(1) 荷役作業を行わせる場合の措置 

事業者は、事前に荷役作業の有無を確認し、荷役作業を運転者に実施させる場

合にあっては、運搬物の重量等を確認するとともに、運転者の疲労に配慮した十

分な休憩時間を確保すること。 

事業者は、事前に予定していない荷役作業を運転者に行わせる場合は、必要な

休憩時間の確保のため、走行計画の変更を行うこと。 

荷役作業による運転者の身体負荷を減少させるため、台車、テールゲートリフ

ター等適切な荷役用具・設備の車両への備え付け又はフォークリフト等の荷役機

械の使用に努めるとともに、安全な荷役作業方法についての教育を行うこと。 

(2) 荷の適正な積載 

事業者は、貨物自動車に荷を積載して走行させる場合は、特に次の事項を徹底

すること。 

ア 最大積載量を超えないこと。 

イ 偏荷重が生じないように積載すること。 

ウ 荷崩れ又は荷の落下を防止するため、荷にロープ又はシートをかける等

の措置を講ずること。 

なお、上記の事項については、労働安全衛生規則（以下「安衛則」という。）第

151条の 10及び第 151条の 66に規定されているので留意すること。 

 

第４ 教育の実施等 

１ 教育等の実施 

(1) 雇入れ時等の教育 

事業者は、新規雇入れ運転者に対して労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）

第 59条第 1項及び第 2項の規定により行う雇入時教育及び作業内容変更時教育に

おいて、次に掲げる事項を含む教育を行うとともに、必要に応じて、安全運転の

知識及び経験が豊富な運転者等が添乗することにより、実地に指導を行うこと。 

ア 交通法規、運転時の注意事項、走行前点検の励行等の運転者が遵守すべ

き事項 

イ 改善基準告示等の遵守、運転日前日の十分な睡眠時間確保、飲酒による



運転への影響、睡眠時無呼吸症候群等の適切な治療、体調の維持等の必要

性に関する事項 

(2) 日常の教育 

事業者は、運転者に対して、運転者の安全な運転を確保するため、次に掲げる

事項についての教育の実施又は関係団体が実施する講習会への参加等により、運

転者に交通労働災害防止に関する知識を付与すること。 

ア 改善基準告示等の遵守、運転日前日の十分な睡眠時間確保、飲酒による

運転への影響、睡眠時無呼吸症候群等の適切な治療、体調の維持等の必要

性に関する事項 

イ 警察等からの交通事故発生情報、交通事故の危険を感じた事例（ヒヤリ・

ハット事例）、デジタル式運行記録計の記録、ドライブレコーダーの記録等

から判明した安全走行に必要な情報に関する事項 

ウ イの情報に基づき、危険な箇所、注意事項等を示した交通安全情報マッ

プに関する事項 

エ 交通労働災害に関する法令等の改正等に関する行政機関からの情報 

(3) 交通危険予知訓練 

事業者は、運転者に対して、実際の運転場面を想定したイラストシート、写真

等を用いて、運転者に、交通労働災害の潜在的危険性を予知させ、その防止対策

を立てさせることにより、安全を確保する能力を身につけさせる交通危険予知訓

練を継続的に行うことが望ましいこと。 

２ 運転者認定制度等 

(1) 運転者認定制度 

事業者は、使用する自動車等の運転に必要な資格を有する者のうち、運転適性

に応じた一定の教育指導を受けたもの、認定試験に合格したもの等に対して運転

業務を認める運転者認定制度を導入することが望ましいこと。 

なお、教育指導、認定試験の内容等については、各事業場の実状に応じて定め

ること。 

(2) 労働者の送迎の際の運転者の指名 

マイクロバス、ワゴン車等の自動車によって、労働者を送迎する場合、事業者

は、使用する自動車の運転に必要な資格を有する者のうちから特に十分に技能を

有する適格者を指名すること。 

また、自動車の運転以外の勤務の終了後に労働者を自動車の運転の業務に従事

させる場合には、疲労による交通労働災害を防止するため、自動車の運転以外の

勤務の軽減等について配慮すること。 

 

第５ 交通労働災害防止に対する意識の高揚等 

１ 交通労働災害防止に対する意識の高揚 

事業者は、ポスター又は標語の募集及び掲示、交通労働災害の現場写真の掲示、表

彰制度の設立、優良運転者の公表、交通労働災害防止大会の開催等により、運転者の



交通労働災害防止に対する意識の高揚を図ること。 

２ 交通安全情報マップの作成 

事業者は、警察等からの交通事故発生情報、デジタル式運行記録計・ドライブレコ

ーダーの記録、交通事故の危険を感じた事例（ヒヤリ・ハット事例）等に基づき、危

険な箇所、注意事項等を示した交通安全情報マップを作成し、配布、掲示等を行うこ

とにより、運転者の交通労働災害防止に対する注意の喚起を図ること。 

 

第６ 荷主・元請事業者による配慮等 

荷主及び運送業の元請の事業者は、次に掲げる事項等、交通労働災害防止を考慮した

適切かつ安全な運行の確保のため必要な事項について、実際に荷を運搬する事業者と協

働して取り組むよう努めること。 

１ 荷主・元請事業者の事情により走行開始の直前に運送する貨物の増量を行う必要が

生じた場合、荷主・元請事業者は、適正な走行計画が確保され、過積載運行にならな

いよう実際に荷を運搬する事業者に協力すること。 

２ 到着時間の遅延が見込まれる場合、荷主・元請事業者は改善基準告示等を遵守した

安全運行が確保されるよう到着時間の再設定、ルート変更等を行うこと。また、到着

時間が遅延した結果として、荷主・元請事業者が実際に荷を運搬する事業者に対して、

不当に不利益な取扱いを行うことがないようにすること。 

３ 荷主・元請事業者は、実際に荷を運搬する事業者に対して、改善基準告示等に違反

し安全な走行が確保できない可能性が高い発注を行わないこと。また、無理な運行と

なるおそれがある場合、到着時間の見直し等を行うなど協力して安全運行を確保する

こと。なお、高速道路の利用が交通労働災害防止に効果があることを踏まえ、高速道

路の利用について配慮すること。 

４ 荷主・元請事業者は、荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場

合、到着時間の再設定を行う等、適正な走行計画を確保するための措置を講ずるとと

もに、荷役作業が開始されるまでの間、貨物車両が荷主の敷地内で待機できるように

すること。 

 

第７ 健康管理 

１ 健康診断 

(1) 健康診断の実施 

運転者に対し、健康診断を確実に実施するとともに、その結果に基づき、健康

状況を総合的に把握したうえで、保健指導等を行うこと。 

なお、安衛法第 66条の規定により、雇入れ時及び 1年以内ごとに 1回、定期に

健康診断を行うことが義務付けられており、特に、深夜業を含む業務等に従事す

る運転者に対しては、6箇月以内ごとに 1回、定期に健康診断を行うことが義務付

けられているので留意すること。 

(2) 健康診断の結果に基づく措置 

健康診断等で所見が認められた運転者に対しては、健康診断結果に基づき事業



者が講ずべき措置に関する指針に基づき、適切な就業上の措置を講じること。 

２ 面接指導等 

長時間にわたる時間外・休日労働を行った運転者に対しては、安衛法第 66条の 8又

は第 66条の 9の規定に基づき面接指導等を行うとともに、必要があると認められると

きは、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずること。 

３ 心身両面にわたる健康の保持増進 

運転者の心身両面にわたる健康の保持増進を図るため、事業場における健康の保持

増進措置を継続的かつ計画的に講じるように努めること。 

４ 運転時の疲労回復 

運転者の疲労による交通労働災害を防止するため、運転者に対して、走行経路の途

中において、適宜、肩、腕及び腰部のストレッチング、体操等により、運転時の疲労

回復に努めるよう指導を行うこと。 

 

第８ その他 

１ 異常気象等の際の措置 

異常な気象、天災等により安全な運転の確保に支障が生じるおそれのある場合は、

安全な運転の確保を図るため、運転者に対する必要な指示を行うこと。 

また、異常な気象、天災等が発生した場合は、その状況を的確に把握し、運転者に

対して迅速に伝達するよう努めるとともに、必要に応じて、走行を中止し、又は安全

な場所での一時待機、徐行運転を行わせる等の適切な指示を行うこと。この場合、運

転者には、適宜事業場と連絡をとらせ、その指示に従わせること。 

２ 自動車の点検 

事業者は、自動車等の安全を確保するため、走行前に行う自動車等の点検等必要な

点検を実施し、当該点検により異常を認めた場合は、直ちに補修その他必要な措置を

講ずること。 

なお、貨物自動車を使用する場合の走行前点検及び事後措置については、安衛則第

151条の 75及び第 151条の 76に規定されているので留意すること。 

３ 自動車に装備する安全装置等 

事業者は、交通労働災害を未然に防止し、又は災害発生時の被害を最小限に抑える

ため、自動車に必要な安全装置等を整備することが望ましい。 

また、応急修理等に必要な備品等を備えておくこと。 


